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現在、「老人保健法医療受給者証」を
お持ちのかたは、引き続き、老人保健
制度でお医者さんにかかります。

75歳になるまで、現在加入
している医療保険でお医者
さんにかかります。75歳に
なったら、老人保健制度で
お医者さんにかかります。
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老人医療の
新しい受給者証

ここに、自己負担の
割合(１割または２割)
が記載されています

国民健康保険に加入しているかた
は、70歳から74歳までの間は国
保の「前期高齢者」として、老人
保健と同等の制度を利用します。
国民健康保険の「前期高齢者」

については、左ページ下をご覧く
ださい。

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 (歳)

平成14年10月１日現在の年齢

▼
老人保健制度の新しい受給者証をお
送りします。下記をご覧ください。

昭和７年10月１日以降に生まれたかた 昭和７年９月30日以前に生まれたかた

▼

●老人保健制度…障害福祉課老人・福祉医療担当(福祉棟１階)q(866)2093
●国民健康保険…国保年金課賦課担当(議場棟１階)q(866)2099

問い合わせ

新
し
い
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
す

(

す
で
に
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〜
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の
か
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は
そ
の
ま
ま
継
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老
人
保
健
制
度
の
対
象
が

75
歳
以
上
に
な
り
ま
す

10月１日から70歳以上の
医療保険が変わります。

老人保健制度の対象年齢が「70歳以上」から、「75歳以上」に段
階的に引き上げられます。ただし、現在受給者証をお持ちの70
歳～74歳のかたは、引き続き老人保健制度が適用されます。
一定の障害がある場合は、今までどおり65歳以上のかたが対

象です。
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